
1/9 

【（介護予防）認知症対応型通所介護】 重要事項説明書  ② 
 

 

あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、小千谷市条例の規定に基づき、当事業者があなたに説明

すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 長岡福祉協会 

主たる事務所の所在地 〒940-2135  新潟県長岡市深沢町字高寺 2278 番地 8 

代表者（職名・氏名） 理事長  田宮 崇 

設立年月日 昭和 53 年 10 月 17 日 

電話番号 ０２５８－４６－６０５３ 

 

 

２．ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 デイサービスセンター小千谷さくら 

サービスの種類 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

事業所の所在地 〒947-0041  新潟県小千谷市小粟田 2732 番地 13 

電話番号 ０２５８－８２－１０７７ 

指定年月日・事業所番号 平成１５年４月１日 指定 １５７０８００２２５ 

実施単位・利用定員 １ 単位 定員 １０ 人 

通常の事業の実施地域 小千谷市 

 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立

した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活

を過ごすことができるよう、地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスを提供すること

を目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの

契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連

携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防

のため、適切なサービスの提供に努めます。 

 

 

４．提供するサービスの内容 

認知症対応型通所介護（又は介護予防認知症対応型通所介護）は、事業者が設置する事業所に通っていただき、

入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活

上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担軽

減を図るサービスです。 
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５．営業日時 

営業日 平日、土曜日、日曜日、国民の休日を含めた毎日 

営業時間 午前 ７ 時 ３０ 分 ～ 午後 ５ 時 ００ 分  

サービス提供時間 午前 ９ 時 ３０ 分 ～ 午後 ４ 時 ３０ 分 

 

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

生活相談員 常勤 ５人 、 非常勤 ０人 以上 

看護職員 常勤 ２人 、 非常勤 ０人 以上 

介護職員 常勤 １０人 、 非常勤 ０人 以上 

機能訓練指導員 常勤 ３人 、 非常勤 ０人 以上 

 

 

７．サービス提供の担当者 

あなたへのサービス提供の担当職員（生活相談員）及びその管理責任者（管理者）は下記のとおりです。 

サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 

担当職員の氏名 

□ 淺田 典子 （生活相談員）   □ 見邉 亜紀子 （生活相談員） 

□ 丸山 愛子 （生活相談員）   □ 諏訪 みのり （生活相談員）  

□ 山崎 泰弘 （生活相談員）    

管理責任者の氏名 管理者  淺田 典子 

 

 

８．利用料 

あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負

担金」は、原則として基本利用料の１割（一定以上の所得のある方は２割または３割（平成２７年８月から））の額です。

ただし、介護保険給付等の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

 

 

（１）認知症対応型通所介護の利用料 

【基本部分：認知症対応型通所介護費】 

所要時間 

（１回あたり） 

利用者の 

要介護度 

通所介護費 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金 

（基本利用料の１割） 

※（注２）参照 

利用者負担金 

（基本利用料の 2割） 

※（注２）参照 

利用者負担金 

（基本利用料の 3割） 

※（注２）参照 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ４，９１０円 ４９１円 ９８２円 １，４７３円 

要介護２ ５，４１０円 ５４１円 １，０８２円 １，６２３円 

要介護３ ５，８９０円 ５８９円 １，１７８円 １，７６７円 

要介護４ ６，３９０円 ６３９円 １，２７８円 １，９１７円 

要介護５ ６，８８０円 ６８８円 １，３７６円 ２，０６４円 
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４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ５，１５０円 ５１５円 １，０３０円 １，５４５円 

要介護２ ５，６６０円 ５６６円 １，１３２円 １，６９８円 

要介護３ ６，１８０円 ６１８円 １，２３６円 １，８５４円 

要介護４ ６，６９０円 ６６９円 １，３３８円 ２，００７円 

要介護５ ７，２００円 ７２０円 １，４４０円 ２，１６０円 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ７，７１０円 ７７１円 １，５４２円 ２，３１３円 

要介護２ ８，５４０円 ８５４円 １，７０８円 ２，５６２円 

要介護３ ９，３６０円 ９３６円 １，８７２円 ２，８０８円 

要介護４ １０，１６０円 １，０１６円 ２，０３２円 ３，０４８円 

要介護５ １０，９９０円 １，０９９円 ２，１９８円 ３，２９７円 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ７，９００円 ７９０円 １，５８０円 ２，３７０円 

要介護２ ８，７６０円 ８７６円 １，７５２円 ２，６２８円 

要介護３ ９，６００円 ９６０円 １，９２０円 ２，８８０円 

要介護４ １０，４２０円 １，０４２円 ２，０８４円 ３，１２６円 

要介護５ １１，２７０円 １，１２７円 ２，２５４円 ３，３８１円 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ８，９４０円 ８９４円 １，７８８円 ２，６８２円 

要介護２ ９，８９０円 ９８９円 １，９７８円 ２，９６７円 

要介護３ １０，８６０円 １，０８６円 ２，１７２円 ３，２５８円 

要介護４ １１，８３０円 １，１８３円 ２，３６６円 ３，５４９円 

要介護５ １２，７８０円 １，２７８円 ２，５５６円 ３，８３４円 

（注１） 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利

用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

（注２） 上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額

の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

 

 

 

【加算】 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 
利用者負担金 

１割の場合 

利用者負担金 

2 割の場合 

利用者負担金 

3 割の場合 

入浴介助加算

（Ⅰ） 

利用者の入浴介助を行った場合

（１日につき） 
４００円 ４０円 ８０円 １２０円 
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ＡＤＬ維持等加算

（Ⅰ） 

一定期間内の当該事業所利用者の A

DL 値（日常生活動作）を測定し、維持

又は改善の度合いが一定の水準を超

えた場合（１月につき） 

３００円 ３０円 ６０円 ９０円 

ＡＤＬ維持等加算 

（Ⅱ） 

ADL 維持等加算Ⅰの用件を満たし、さ

らに ADL の維持又は改善の度合いが

高かった場合（１月につき） 

６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

個別機能訓練加算 
当該加算の体制・人材要件を満たす場

合（１日につき） 
２７０円 ２７円 ５４円 ８１円 

生活機能向上 

連携加算（Ⅱ） 

外部のリハビリテーション専門職と連携

して機能訓練のマネジメントを行った場

合（１月につき） 

２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

サービス提供体制強

化加算Ⅰ※ 

当該加算の体制・人材要件を満たす場

合（１回につき） 
２２０円 ２２円 ４４円 ６６円 

介護職員処遇 

改善加算（Ⅰ）※ 

当該加算の算定要件を満たす場合 

（令和６年６月から） 

上記基本部分と 

各種加算減算の合計の１８．１％ 

介護職員処遇 

改善加算Ⅰ※ 

当該加算の算定要件を満たす場合 

（令和６年５月末まで） 

上記基本部分と 

各種加算減算の合計の１０．４％ 

介護職員特定処遇

改善加算Ⅰ※ 

当該加算の算定要件を満たす場合 

（令和６年５月末まで） 

上記基本部分と 

各種加算減算の合計の３．１％ 

介護職員等ベース 

アップ等支援加算※ 

当該加算の算定要件を満たす場合 

（令和６年５月末まで） 

上記基本部分と 

各種加算減算の合計の２．３％ 

（注） ※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

 

【減算】 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 

減算額 

基本利用料 
利用者負担金 

１割の場合 

利用者負担金 

２割の場合 

利用者負担金 

３割の場合 

事業所と同一建物に

居住する利用者への

サービス提供減算 

当該減算の要件に該当した場

合（1 回につき） 
９４０円 ９４円 １８８円 ２８２円 

送迎を行なわない場

合の減算 

事業所が送迎を行なわない場

合（片道につき） 
４７０円 ４７円 ９４円 １４１円 

2 時間以上 3時間未

満の通所介護減算 

やむを得ない事情により、長時

間のサービス利用が困難な利

用者に対し 2 時間以上 3時間

未満のサービスを提供した場

合（１回につき） 

上記基本部分 

（４時間以上５時間未満）の６３％ 
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（２）介護予防認知症対応型通所介護の利用料 

【基本部分：介護予防認知症対応型通所介護費】 

所要時間 

（１回あたり） 

利用者の 

要介護度 

介護予防認知症対応型通所介護費 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金 

（基本利用料の１割） 

※（注２）参照 

利用者負担金 

（基本利用料の２割） 

※（注２）参照 

利用者負担金 

（基本利用料の３割） 

※（注２）参照 

３時間以上 

４時間未満 

要支援１ ４，２９０円 ４２９円 ８５８円 １，２８７円 

要支援２ ４，７６０円 ４７６円 ９５２円 １，４２８円 

４時間以上 

５時間未満 

要支援１ ４，４９０円 ４４９円 ８９８円 １，３４７円 

要支援２ ４，９８０円 ４９８円 ９９６円 １，４９４円 

５時間以上 

６時間未満 

要支援１ ６，６７０円 ６６７円 １，３３４円 ２，００１円 

要支援２ ７，４３０円 ７４３円 １，４８６円 ２，２２９円 

６時間以上 

７時間未満 

要支援１ ６，８４０円 ６８４円 １，３６８円 ２，０５２円 

要支援２ ７，６２０円 ７６２円 １，５２４円 ２，２８６円 

７時間以上 

８時間未満 

要支援１ ７，７３０円 ７７３円 １，５４６円 ２，３１９円 

要支援２ ８，６４０円 ８６４円 １，７２８円 ２，５９２円 

（注１） 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利

用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

（注２） 上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額

の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

 

【加算】 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件（概要） 

加算額 

基本利用料 
利用者負担金 

１割の場合 

利用者負担金 

２割の場合 

利用者負担金 

３割の場合 

入浴介助加算（Ⅰ） 
利用者の入浴介助を行っ

た場合（１日につき） 
４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

サービス提供体制強

化加算Ⅰ※ 

当該加算の体制・人材要

件を満たす場合（１回に

つき） 

２２０円 ２２円 ４４円 ６６円 

サービス提供体制強

化加算Ⅱ※ 

当該加算の体制・人材要

件を満たす場合（１回に

つき） 

１８０円 １８円 ３６円 ５４円 

ＡＤＬ維持等加算

（Ⅰ） 

一定期間内の当該事業

所利用者の ADL 値（日

常生活動作）を測定し、維

持又は改善の度合いが一

定の水準を超えた場合 

（１月につき） 

３００円 ３０円 ６０円 ９０円 
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ＡＤＬ維持等加算 

（Ⅱ） 

ADL 維持等加算Ⅰの用

件を満たし、さらに ADL

の維持又は改善の度合い

が高かった場合（１月につ

き） 

６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

個別機能訓練加算 

当該加算の体制・人材要

件を満たす場合（１日に

つき） 

２７０円 ２７円 ５４円 ８１円 

生活機能向上 

連携加算（Ⅱ） 

外部のリハビリテーション

専門職と連携して機能訓

練のマネジメントを行った

場合 

（１月につき） 

２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

サービス提供体制強

化加算Ⅰ※ 

当該加算の体制・人材要

件を満たす場合（１回に

つき） 

２２０円 ２２円 ４４円 ６６円 

介護職員処遇 

改善加算（Ⅰ）※ 

当該加算の算定要件を満

たす場合 

（令和６年６月から） 

上記基本部分と 

各種加算減算の合計の１８．１％ 

介護職員処遇 

改善加算Ⅰ※ 

当該加算の算定要件を満

たす場合 

（令和６年５月末まで） 

上記基本部分と 

各種加算減算の合計の１０．４％ 

介護職員特定処遇

改善加算Ⅰ※ 

当該加算の算定要件を満

たす場合 

（令和６年５月末まで） 

上記基本部分と 

各種加算減算の合計の３．１％ 

介護職員等ベース 

アップ等支援加算※ 

当該加算の算定要件を満

たす場合 

（令和６年５月末まで） 

上記基本部分と 

各種加算減算の合計の２．３％ 

（注） ※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

 

【減算】 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 

減算額 

基本利用料 
利用者負担金 

１割の場合 

利用者負担金 

２割の場合 

利用者負担金 

３割の場合 

事業所と同一建物に

居住する利用者への

サービス提供減算 

当該減算の要件に該当した場

合（１日につき） 
９４０円 ９４円 １８８円 ２８２円 

送迎を行なわない 

場合の減算 

事業所が送迎を行なわない場

合（片道につき） 
４７０円 ４７円 ９４円 １４１円 

2 時間以上 3時間 

未満の通所介護減算 

やむを得ない事情により、長時

間のサービス利用が困難な利

用者に対し 2 時間以上 3時間

未満のサービスを提供した場

合（１日につき） 

上記基本部分 

（４時間以上５時間未満）の６３％ 
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（３）その他の費用 

食費 食事の提供を受けた場合、１回につき６０５円の食費をいただきます。 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの

（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など）について、費用の実費をいた

だきます。 

 

 

（４）キャンセル料 

利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あ

なたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前日 利用者負担金の５０％の額 

利用予定日の当日 
利用者負担金の１００％の額 

当日キャンセルの場合は食費 ６０５円のみ頂きます。 

（注） 利用予定日の前々日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。 

 

 

９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び

家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

 

 

 

１０．事故発生時の対応 

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員（又は地域包括支

援センター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

 

１１．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談などは、下記の窓口でお受けします。 

相談窓口① 

電話番号  ０２５８－８２－１０７７ 

面接場所 『デイサービスセンター小千谷さくら』事務室 

対応者  淺田 典子 （管理者） 

相談窓口② 

電話番号  ０２５８－８３－１７８６ 

面接場所 『特別養護老人ホームおぢやさくら』事務室 

対応者  田中 孝 （特別養護老人ホームおぢやさくら施設長） 

相談窓口③ 
第三者委員 ： 鈴木 敏子 （電話番号 ０８０－１１０８－４１８９） 

第三者委員 ： 小柴 昭彦 （電話番号 ０２５８－２６１－０４０４） 
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（２）サービス提供に関する苦情や相談などは、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

小千谷市保険福祉課介護保険係 
電話番号  ０２５８－８３－４０６０ 

 (受付時間 午前８時３０分 ～ 午後５時 15 分) 

新潟県国民健康保険団体連合会 
電話番号  ０２５－２８５－３０２２ 

 (受付時間 午前９時００分 ～ 午後５時００分) 

 

 

 

１２．第三者による評価の実施状況 

第三者評価実施の状況 

実施の有無   無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

 

 

１３．サービスの利用にあたっての留意事項 

サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。 

（２）複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないようお願いします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員（又

は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

（4）健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止の観点から、センターでの喫煙はお断りします。 

（5）職員が安全に援助を行うため、援助中のペットの管理や、配慮をお願いします。 

（6）ご利用者、ご家族から「暴力・暴言・セクハラハラスメント等」を受けた場合、契約解除を検討いたします。 

 

 

 

１４．非常災害対策  

事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、地域と連携を図り事象別の非常災

害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。 

非常時の対応 
別途定める「ケアハウス小千谷さくら及びデイサービスセンター小千谷さくら 防災計

画」に則り、対応します。 

近隣との協力関係 小千谷市小粟田町内会と連携し、非常時の相互連携に努めます。 

非常時の対応訓練等 

別途定める「ケアハウス小千谷さくら及びデイサービスセンター小千谷さくら 防災計

画」に則り、年２回、サービス提供時間を想定した避難訓練を、及び消火訓練を利用者

の方にも参加してもらい、実施します。 

防災設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

非常口 ２か所 消火器 2 本 

スプリンクラー設備 あり 自動火災報知設備 あり 

非常放送設備 あり 誘導灯及び誘導標識 あり 

カーテン等、防炎性能のあるものを使用しております。 

消防計画等 
消防署への届出日 ： 消防計画に変更があった時に変更届出書を提出しています。 

防火管理者 ： 佐藤 佳代 
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１５．感染症対策 

事業者は、感染症の発生及びまん延等に関する取組みの徹底を図るため、感染症等委員会の設置及び開催、

指針の整備、研修の実施、感染症対策訓練を開催します。 

 

 

１６．高齢者虐待の防止 

  事業所は、高齢者虐待の防止への取り組みを図るため、虐待防止検討委員会の設置及び開催、指針の設備、研

修の実施を行います。 

  また、サービス提供中に、職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思

われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報し、必要な措置を講じます。 

 

 

 

 

虐待防止に関する責任者       淺田 典子 （管理者） 

 


